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今までの取り組み

令和３年度 岡崎市防災基本条例改正
岡崎市地域防災計画の修正

令和４年度 岡崎市防災会議にて、災害ケースマネジメントの実施準備を諮る

令和５年度 庁内調整
シンポジウム、研修等の実施

令和６年度 岡崎市災害ケースマネジメント推進会議設置・会議開催
広報誌で災害ケースマネジメントの周知
４士業と協定締結（弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士）
研修（４回）、シンポジウム（１回）の実施
岡崎市版調査票（案）作成

1



今までの取り組み

令和３年度 岡崎市防災基本条例改正
岡崎市地域防災計画の修正
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市長より「災害ケースマネジメント」の提案



今までの取り組み

令和４年度 岡崎市防災会議にて、災害ケースマネジメントの実施準備を諮る
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今までの取り組み

令和５年度 庁内調整
実施体制案作成
シンポジウム、研修等の実施
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【庁内調整】
５月31日 キックオフ会議
参加部局：防災課、地域福祉課、社会福祉協議会、ふくし相談課、障がい福祉課、長寿課、介護保険課、保健政策課、
健康増進課

６月30日 地域支え合いセンターに関する打合せ
参加部局：防災課、地域福祉課、社会福祉協議会、ふくし相談課

７月20日 岡崎市災害ケースマネジメント実施体制（案）について
参加部局：防災課、地域福祉課、社会福祉協議会、ふくし相談課、障がい福祉課、長寿課、介護保険課、保健政策課、
健康増進課

８月８日 岡崎市災害ケースマネジメント検討会議
参加部局：防災課、総務文書課、人事課、岡崎支所、東部支所、多様性社会推進課、地域福祉課、社会福祉協議会、
ふくし相談課、障がい福祉課、長寿課、介護保険課、保健政策課、保健予防課、健康増進課、商工労政課、建築指導
課、住宅計画課

10月27日 地域支え合いセンター・災害ケースマネジメント推進会議に関する打合せ
参加部局：防災課、地域福祉課、社会福祉協議会、ふくし相談課



今までの取り組み ー令和５年度ー
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令和５年度 イメージ案・実施体制案を作成



今までの取り組み ー令和５年度ー

6

令和５年度 イメージ案・実施体制案を作成



今までの取り組み 令和５年度

・シンポジウム「誰一人取り残さない災害対応のためにinOKAZAKI」の実施（R5.12.23）

・避難生活支援リーダー/サポーター研修の実施（R6.1.20～21）

・災害ケースマネジメント実施体制に向けたワークショップの実施（R6.2.5）
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今までの取り組み

令和６年度 岡崎市災害ケースマネジメント推進会議設置・会議開催
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岡崎市災害ケースマネジメント実施計画（案）

鳥取県災害ケースマネジメントの手引きを参考に
岡崎市災害ケースマネジメント実施計画案を作成

R5.8 災害ケースマネジメント検討会議
R6.4 各課照会
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推進会議①

研修①

（R6:ケース会議演習）

研修②
（R6:被災者生活再建カード）

推進会議②

実施計画修正

推進会議・研修の進め方

２年目以降も同じサイクルで回し
岡崎市版災害ケースマネジメントの

構築を目指す ※R6年度は８月を予定

※R6年度は11月を予定※R6年２月４日（予定）

※R6年５月14日
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今までの取り組み
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・市広報誌で災害ケースマネジメントを特集

・４士業と協定締結（弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士）

・市職員及び関係者団体の人材育成研修（４回）

第一回 講師：津久井進（日本弁護士連合会・災害復興支援委員会）

第二回 講師：岩村正裕（宇和島市高齢者福祉課兼地域包括支援センター）

第三回 講師：田村太郎（一般財団法人ダイバーシティ研究所）

第四回 講師：羽村 龍

・災害ケースマネジメントシンポジウム（１回）

４士業協定締結式

第２回研修 第３回研修

第４回研修



今後の課題

課題 具体的内容

⑴ 人材育成・リソースの確保

・初年度で育成した人材のステップアップについて
・戸別訪問や相談支援を行う人材の確保
・協定の締結
・大規模災害時における福祉部局の体制検討

⑵ 情報共有システムの構築
・使い慣れているふくし総合システムの改修や被災者支援システムの活用
・進捗管理、情報共有等を効果的に行えるシステム等の情報収集
・平時からのデータ整備

⑶ 個人情報に関する整理検討

・個人情報の提供について、「本人以外の者に提供することが明らかに本人
の利益になる場合」（個人情報保護法69条１項４号）とするか「その他保有
個人情報を提供することについて特別の理由があるとき」（同）とするか
・重層的支援体制整備事業のスキーム活用することで、社会福祉法106条の６
で共有可能か
・第三者提供の根拠となる条例を検討すべきか

⑷ 広域の支援について ・市外へ避難した被災者への支援に関する他自治体との調整

⑸ 調査票の作成
・DMATや福祉部局が使い慣れている既存の調査票との調整
・システムとの連携
・災害規模、種別の対応

⑹ 継続的な体制維持
・担当者の異動
・予算の確保

⑺ 住民への周知
・平時からの周知
・災害時の情報伝達について 12


